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協
議
会
だ
よ
り

「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処

遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
」
の

実
施
要
綱
が
示
さ
れ
ま
し
た

　

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
三
日
付
、
厚

生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
通
知
「
放

課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
臨
時
特

例
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
が
発
出
さ

れ
、「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改

善
臨
時
特
例
事
業
実
施
要
綱
」
が
示
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
事
業
（
以
下
、

今
回
の
処
遇
改
善
事
業
）
は
、　

学
童

保
育
に
勤
務
す
る
職
員
も
、
保
育
士
・

幼
稚
園
教
諭
・
保
育
教
諭
な
ど
と
同
様

に
、「
令
和
四
年
二
月
か
ら
収
入
の
三
％

程
度
（
月
額
九
〇
〇
〇
円
）
引
き
上
げ
」

る
賃
金
改
善
を
目
的
と
し
た
予
算
措
置

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

実
施
要
綱
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
本
事
業
に
よ
る
補
助
額
は
、
職
員

の
賃
金
改
善
及
び
当
該
賃
金
改
善
に
伴

い
増
加
す
る
法
定
福
利
費
等
の
事
業
主

負
担
分
に
全
額
充
て
る
こ
と
」

　

四
月
分
以
降
は
、
基
本
給
の
引
上
げ

に
伴
う
賞
与
や
超
過
勤
務
手
当
等
の
各

種
手
当
へ
の
影
響
も
考
慮
し
つ
つ
、「
賃

上
げ
効
果
の
継
続
に
資
す
る
よ
う
、
最

低
で
も
賃
金
改
善
の
合
計
額
の
三
分
の

二
以
上
は
、
基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
毎

月
支
払
わ
れ
る
手
当
の
引
上
げ
に
よ
り

改
善
を
図
る
こ
と
」

　
「
本
事
業
に
よ
り
改
善
を
行
う
賃
金

項
目
以
外
の
賃
金
項
目
（
業
績
等
に
応

じ
て
変
動
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
水

準
を
低
下
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
」

　
「
令
和
四
年
一
〇
月
以
降
に
お
い
て

も
、
本
事
業
よ
り
講
じ
た
賃
金
改
善
の

水
準
を
維
持
す
る
こ
と
」

　
「
本
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
経
費
と
し
て
、
保
護
者
か
ら
徴
収
し

た
額
を
充
当
し
て
は
な
ら
な
い
」

　

な
お
補
助
額
は
、
一
支
援
の
単
位
ご

と
に
、［
補
助
基
準
額
（
月
額
）
×
賃

金
改
善
対
象
者
数
×
実
施
月
数
］
に

よ
っ
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
言
う「
賃
金
改
善
対
象
者
数
」

と
は
、「
賃
金
改
善
を
行
う
常
勤
職
員

数
に
、
一
ヶ
月
当
た
り
の
勤
務
時
間
数

を
就
業
規
則
等
で
定
め
た
常
勤
の
一
ヶ

月
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
で
除
し
た
非

常
勤
職
員
数
（
常
勤
換
算
）
を
加
え
た

も
の
」
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
常
勤
職
員
と
は
、「
施
設
で

定
め
た
勤
務
時
間
（
所
定
労
働
時
間
）

の
す
べ
て
を
勤
務
す
る
者
を
い
う
。
た

だ
し
、
一
日
六
時
間
以
上
か
つ
月
二
〇

日
以
上
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
こ
れ
を

常
勤
職
員
と
み
な
し
て
含
め
る
こ
と
」

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、「
一
日
六
時
間
以
上
か
つ

月
二
〇
日
以
上
勤
務
す
る
者
を
常
勤
職

員
と
す
る
」
を
基
本
に
、
一
日
四
時
間

か
つ
月
一
五
日
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員

は
、
〇
・
五
名
と
な
り
ま
す
。

　

二
〇
二
二
年
二
月
か
ら
一
〇
月
ま
で

は
国
の
負
担
割
合
が
一
〇
分
の
一
〇

で
、
各
市
町
村
の
財
政
負
担
は
な
い
も

の
の
、
国
・
県
へ
の
交
付
申
請
と
補
正

予
算
化
（
議
会
承
認
）
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
実
施
要
綱
と
共
に
示
さ

れ
た
説
明
資
料
に
は
、
二
〇
二
二
年

一
〇
月
以
降
は
、
国
・
都
道
府
県
・
市

町
村
の
負
担
割
合
が
三
分
の
一
ず
つ
に

な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ
し
こ
れ
ら
に
は
、「
令
和
四
年

二
月
か
ら
職
員
に
対
す
る
賃
金
改
善
を

実
施
す
る
こ
と
」
が
要
件
で
あ
り
、
都

道
府
県
や
市
町
村
の
二
月
、
三
月
議
会

で
の
予
算
審
議
に
、
間
に
あ
う
よ
う
、

対
応
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
説
明
資
料
で
は
、
今
回
の
処

遇
改
善
事
業
の
対
象
に
は
、
公
立
（
公

営
）の
職
員
も
含
む
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
一
年

一
二
月
二
四
日
付
、
総
務
省
自
治
行
政

局
公
務
員
部
給
与
能
率
推
進
室
長
通

知
、「
公
的
部
門
（
保
育
等
）
に
お
け

る
処
遇
改
善
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

も
示
さ
れ
、
今
回
の
処
遇
改
善
事
業
の

「
補
助
金
は
、
各
現
場
で
働
く
地
方
公

務
員
の
処
遇
改
善
に
必
要
な
費
用
に
つ
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い
て
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
公
営
の
職

員
に
つ
い
て
も
本
事
業
を
活
用
し
、
処

遇
の
見
な
お
し
を
検
討
す
る
こ
と
を
促

し
て
い
ま
す
。

全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
主

催
・
緊
急
学
習
会
「
す
べ
て
の

地
域
で
処
遇
改
善
の
実
現
を
」

　

先
の
項
目
で
説
明
し
た
今
回
の
処
遇

改
善
事
業
の
実
施
要
綱
の
発
出
を
受

け
、
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以

下
、
全
国
連
協
）
は
、
二
〇
二
二
年
一

月
七
日
に
「『
放
課
後
児
童
支
援
員
等

処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
』
の
実
施
に

よ
り
、
す
べ
て
の
地
域
で
処
遇
改
善
の

実
現
を
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
緊
急
学
習

会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
参
加
対
象
を
、
連
絡
協
議

会
加
盟
・
未
加
盟
を
問
わ
な
い
こ
と
と

し
、
地
域
連
絡
協
議
会
か
ら
行
政
担
当

者
や
議
員
の
方
々
に
も
呼
び
か
け
ま
し

た
。
学
習
会
案
内
か
ら
二
週
間
足
ら
ず

と
い
う
か
ぎ
ら
れ
た
日
数
で
の
呼
び
か

け
で
し
た
が
、
五
五
〇
名
近
い
参
加
申

込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
事
業
の
概
要
に
つ
い
て
の

説
明
と
、
地
域
で
の
具
体
的
な
取
り
組

み
や
、
申
請
方
法
に
つ
い
て
の
報
告
を

行
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
令

和
四
年
二
月
か
ら
実
際
に
職
員
の
賃
金

改
善
を
行
う
こ
と
を
前
提
に
、
二
月
、

三
月
の
市
町
村
議
会
で
予
算
が
成
立
し

な
か
っ
た
場
合
で
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
す
る
こ
と
は
可
能
か
」「
令
和
四

年
一
〇
月
以
降
の
市
町
村
の
負
担
分
が

捻
出
で
き
る
か
が
ネ
ッ
ク
と
い
う
声
も

聞
い
て
い
る
」（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

後
述
し
ま
す
）
な
ど
、
質
問
や
地
域
で

の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
の
発
言
が

つ
づ
き
、
こ
の
事
業
へ
の
関
心
と
期
待

の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

　

全
国
連
協
で
は
現
在
、「
担
当
課
か

ら
の
連
絡
・
説
明
の
有
無
」「
担
当
課

の
意
向
」「
現
場
の
要
望
」「
国
へ
の
交

付
申
請
の
予
定
」「
議
会
へ
の
補
正
予

算
案
提
出
の
予
定
」
の
市
町
村
ご
と
の

進
捗
状
況
を
集
約
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
集
約
の
た
め
に
準
備
し

た
資
料
と
し
て
、
二
〇
一
七
年
度
以
降

の
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善

等
事
業
」
と
「
放
課
後
児
童
支
援
員

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
」
の

実
施
状
況
が
わ
か
る
も
の
を
添
付
し
ま

し
た
。

　

経
年
変
化
を
見
て
み
る
と
、
市
町
村

の
連
絡
協
議
会
が
あ
る
こ
と
が
、
処
遇

改
善
の
実
現
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
の
確

信
が
得
ら
れ
る
一
方
、
あ
る
年
に
は
実

施
し
た
が
、
翌
年
以
降
実
施
し
な
か
っ

た
市
町
村
も
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
補
助
金
が
確

実
に
現
場
に
届
い
た
の
か
、
指
導
員
に

行
き
渡
っ
た
の
か
の
確
か
め
も
必
要
で

す
。放

課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇

改
善
臨
時
特
例
事
業
Ｆ
Ａ
Ｑ

が
発
出
さ
れ
ま
し
た

　

二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
、「
放
課

後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例

事
業
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
が
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、

　
「
市
町
村
議
会
に
お
け
る
予
算
の
成

立
に
時
間
を
要
す
る
等
に
よ
り
、
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
の
補
助
金
の
交
付
が

四
月
以
降
と
な
る
場
合
も
今
回
の
処
遇

改
善
事
業
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の

場
合
で
も
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
支

援
の
単
位
）
に
お
い
て
令
和
四
年
二
月

分
か
ら
実
際
に
賃
金
改
善
を
行
う
こ
と

が
補
助
要
件
と
な
る
た
め
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
円
滑
な
処
遇
改
善

の
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
市
町
村
に
お

い
て
も
令
和
三
年
度
に
お
け
る
予
算
化

及
び
資
金
の
交
付
に
ご
協
力
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
以
下
略
）」

　
「
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
地
方

交
付
税
措
置
を
予
定
し
て
い
ま
す
」

な
ど
、
全
国
連
協
主
催
の
緊
急
学
習
会

の
席
で
出
さ
れ
た
質
問
へ
の
回
答
と
な

る
内
容
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
施
状
況
調
査
の
結
果
が
ま

と
ま
り
ま
し
た

　

全
国
連
協
は
毎
年
、
五
月
一
日
現
在

の
学
童
保
育
の
実
施
状
況
を
調
査
し
て
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い
ま
す
（
全
国
す
べ
て
の
市
町
村
〔
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
〕
一
七
四
一

市
町
村
を
対
象
と
す
る
悉
皆
調
査
）。

二
〇
一
五
年
以
降
は
、
学
童
保
育
の
基

礎
的
な
単
位
と
し
て
「
支
援
の
単
位
」

数
を
集
計
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
ま

し
た
の
で
、
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

◆
学
童
保
育
数
と
「
支
援
の
単
位
」
数

…
…
学
童
保
育
数
は
二
万
四
四
四
七

か
所
、「
支
援
の
単
位
」
数
は

三
万
四
四
三
七
で
し
た
。
学
童
保
育
数

は
四
三
八
増
、「
支
援
の
単
位
」
数
は

七
六
一
増
で
し
た
。

　

全
国
的
に
は
、「
市
町
村
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
に
沿
っ
て
、

施
設
数
・「
支
援
の
単
位
」
数
を
増
や

し
て
い
る
一
方
で
、コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、

利
用
児
童
数
の
減
少
と
と
も
に
、
複
数

の
「
支
援
の
単
位
」
を
大
幅
に
減
ら
し

て
い
る
地
域
も
見
ら
れ
ま
す
。

◆
入
所
児
童
数
…
…
一
三
〇
万 

七
六
九
九
人
で
し
た
。
前
年
比

二
二
七
九
人
増
で
し
た
。

　

学
年
別
の
入
所
児
童
数
を
見
る
と
、

一
、二
年
生
は
前
年
に
比
べ
て
増
加
し

ま
し
た
が
、
三
年
生
以
上
は
学
年
別
入

所
児
童
数
を
発
表
し
た
二
〇
一
三
年
以

来
は
じ
め
て
減
少
し
ま
し
た
。

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

拡
大
を
機
に
、
集
団
生
活
に
よ
る
感
染

リ
ス
ク
を
懸
念
し
て
自
治
体
や
運
営
者

が
受
け
入
れ
人
数
を
縮
小
し
た
、
あ
る

い
は
保
護
者
が
退
所
を
選
択
し
た
、
ま

た
、
生
活
や
遊
び
・
活
動
の
制
限
を
理

由
に
退
所
さ
せ
た
家
庭
や
、
保
護
者
の

就
労
時
間
の
短
縮
、
失
業
、
家
計
の
悪

化
に
と
も
な
い
、
保
育
料
の
負
担
を
理

由
に
退
所
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
家
庭

も
あ
り
ま
す
。

　

学
童
保
育
に
通
わ
ず
に
自
宅
で
留
守

番
す
る
こ
と
は
、
運
動
不
足
も
含
め
た

生
活
リ
ズ
ム
の
変
調
、
長
時
間
の
パ
ソ

コ
ン
や
携
帯
ゲ
ー
ム
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
よ
る
健
康
阻
害
、

台
所
な
ど
で
の
熱
傷
、
屋
外
で
は
ケ
ガ

や
交
通
事
故
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

都
道
府
県
ご
と
の
入
所
児
童
数
を
見

る
と
、
約
半
数
の
都
道
府
県
で
減
少
し

て
い
ま
し
た
が
、
く
わ
し
く
見
て
み
る

と
、
同
じ
県
内
で
も
、
増
え
て
い
る
市

町
村
・
減
っ
て
い
る
市
町
村
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
保
育
内
容

や
利
用
料
、
集
団
の
規
模
や
専
用
施
設

で
あ
る
こ
と
な
ど
の
環
境
面
、
学
童
保

育
の
施
策
の
観
点
か
ら
も
、
さ
ら
に
分

析
が
必
要
で
す
。

◆
運
営
主
体
…
…
運
営
主
体
を
見
る

と
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
運
営
委

員
会
、
保
護
者
会
に
よ
る
運
営
が
減
少

し
、
民
間
企
業
、
そ
の
他
法
人
が
増
え

て
い
ま
す
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
公
営

だ
っ
た
学
童
保
育
に
「
指
定
管
理
者
制

度
」
が
導
入
さ
れ
た
り
、
民
間
企
業
へ

の
委
託
、
民
営
化
な
ど
に
よ
っ
て
運
営

主
体
が
変
更
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
運
営
委
員
会
や
保
護
者

会
で
運
営
し
て
い
た
も
の
の
運
営
の
負

担
感
か
ら
企
業
に
よ
る
運
営
に
切
り
替

え
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
地
域
で
は
、
県
内
の
主
要
都

市
に
企
業
参
入
が
見
ら
れ
た
の
ち
、

隣
接
す
る
市
町
村
に
ま
で
企
業
に
よ

る
一
括
委
託
が
波
状
的
に
広
が
り
ま

し
た
。

　

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
「
地
域
運
営
委

員
会
委
託
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の

の
、
市
町
村
か
ら
考
え
方
を
変
更
し
た

と
説
明
が
あ
り
、「
公
営
」
と
集
計
し

た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、「
学
習
塾
」「
習
い
ご
と
」
な

ど
の
事
業
は
、「
学
童
保
育
」
と
自
称

し
て
い
て
も
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
」
に
は
該
当
し
な
い
た
め
、
全
国

連
協
の
調
査
対
象
・
結
果
に
は
含
め
て

い
ま
せ
ん
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

今
年
度
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
三
日
、
厚
生
労

働
省
内
の
厚
生
労
働
記
者
会
（
通
信
社

二
社
、
新
聞
社
一
二
社
、
テ
レ
ビ
局
六

局
が
常
勤
社
）
で
記
者
発
表
を
行
い
ま

し
た
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
三
〇
日
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
ま
し

た
。

　

な
お
、
報
道
発
表
資
料
は
全
国
連
協

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。


